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 加盟団体規程  

 

 

第１条（目的）  

この規程は、公益社団法人日本パワーリフティング協会（以下「本協会」という）

の加盟団体に関する事項について定めるものである。 

 

第２条（加盟団体） 

本協会の加盟団体は、次の通りとする。 

（１）都道府県パワーリフティング協会 

（２）全日本実業団パワーリフティング連盟 

（３）全日本学生パワーリフティング連盟 

（４）全日本高等学校パワーリフティング連盟 

 

第３条（地域区分） 

１ 全日本実業団パワーリフティング連盟、全日本学生パワーリフティング連盟及び全

日本高等学校パワーリフティング連盟はそれぞれ全国を統括する組織団体とする。 

２ 都道府県パワーリフティング協会は都道府県を単位とする組織団体とし、そのブロ

ック区分を次の通りとする。 

 

ブロック名 都 道 府 県 名 

北海道・東北 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 

関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 

東海 静岡 愛知 三重 岐阜 

北信越 新潟 長野 富山 石川 福井 

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 

中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 

四国 香川 徳島 愛媛 高知 

九州・沖縄 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

３ 各ブロックの連携強化と相互の発展を図るために、本協会の組織委員会が統括する
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全国ブロック連絡協議会を置く。全国ブロック連絡協議会の運営に関する規則等は別

に定める。 

４ 都道府県パワーリフティング協会は、ブロック毎に情報交換、意見交換等を行うと

ともに、様々な課題について協議する機関を設置し、各ブロックを代表して全国ブロ

ック連絡協議会に参画するブロック長候補者を理事会に推薦しなければならない。 

５ 前項により推薦されたブロック長候補者は、推薦されたことを証明する文書ととも

に、別に定める書式により速やかに理事会に提出しなければならない。 

６ 理事会は、前項の書面に加え、本協会の事業運営への協力、競技指導力及び社会常

識等を総合的に判断し、ブロック長を選任する。 

７ ブロック長の定年は７５歳とし、選任された日から、その後に、理事が改選される

定時総会時までとする。ただし、再任は妨げない。 

 

第４条（ブロック長の権限及び職務） 

１ ブロック長は、各ブロックに所属する都道府県パワーリフティング協会を統括する

立場にあるものとする。 

２ ブロック長は、理事会、事務局及び組織委員会等から受けた通知又は連絡事項を、

各ブロックに所属する都道府県パワーリフティング協会に伝達しなければならない。 

３ ブロック長は、各ブロックに所属する都道府県パワーリフティング協会の活動を改

善するために必要な一切の措置を行うものとする。 

４ ブロック長は、本協会の「旅費、日当等に関する規程」において、専門委員会等の

委員とみなし、旅費を支給する。 

 

第５条（組織） 

１ 加盟団体は、それぞれの地域又は全国的な統括団体として適正なる組織を有しなけ

ればならない。 

２ 都道府県パワーリフティング協会は、市区町村パワーリフティング協会の設立に努

めなければならない。 

３ 加盟団体に所属している市区町村パワーリフティング協会、クラブ、選手等からの

本協会への問い合わせ、要望等については、書面により加盟団体を経由して本協会に

提出しなければならない。 

４ 都道府県パワーリフティング協会の役員は、当該都道府県内に居住地、勤務先、通

学先又は選手登録している所属団体を有する者とする。ただし、当該都道府県協会の

代表者が推薦し、かつ候補者の居住地を管轄する都道府県協会の代表者が承諾した場

合は、この限りではない。 

 

第６条（加盟団体代表者会議その他） 
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１ 本協会会長は、加盟団体の３分の１以上から請求があった場合は、加盟団体代表者

会議を招集しなければならない。 

２ 本協会会長は、必要と認めた場合には、加盟団体代表者会議又は事務連絡会議を招

集することができる。 

 

第７条（登録申込） 

加盟団体は、毎年定められた日までに本協会に登録するとともに、正会員の継続又

は 変更に関する申請書及び役員名簿を書面又は電磁的方法をもって本協会に提出

しなければならない。 

 

第８条（変更の届出） 

加盟団体は、前条の提出書類に記載の内容に変更が生じた場合は、直ちに書面又は

電磁的方法をもって本協会に届け出なければならない。 

 

第９条（加盟団体登録費等） 

１ 加盟団体は、毎年、加盟団体登録費（年度会費）を納付しなければならない。 

２ 登録加盟団体には加盟団体振興費を交付するものとし、その金額は別途定めるもの

とする。 

３ 納付された登録費は、理由の如何に関わらず、返金等の措置を一切行わない。 

 

第１０条（公認大会の実施等） 

１ 加盟団体は、公認大会を主催又は主管により実施する場合、事前に技術委員会に対

して書面又は電磁的方法をもって大会の公認申請をしなければならない。申請に必要

な書式等は別途定める。 

２ 加盟団体に帰属する市区町村パワーリフティング協会等の傘下組織団体は、公認大

会を主催又は主管する場合、当該団体が帰属する加盟団体と連携して開催しなければ

ならない。 

３ 第３条第２項に規定するブロックにおいてブロック単位の公認大会を実施する場

合、主管する都道府県パワーリフティング協会は、当該公認大会の実施前に、技術委

員会に対して大会の公認申請を行うものとする。 

４ 公認大会の終了後は、主催又は主管した協会が速やかにその結果を書面又は電磁的

方法をもって技術委員会に報告しなければならない。報告に必要な書式等は別途定め

る。 

５ 加盟団体以外の団体、組織、個人等は、技術委員会に対して公認申請ができないも

のとし、技術委員会は公認申請があったとしてもこれを受理しないものとする。 
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第１１条（加盟） 

１ 新たに本協会の加盟団体になろうとする組織は、その代表者より本協会に加盟申込

書、役員名簿及びその他必要な文書を書面又は電磁的方法をもって提出し、理事会の

承認を得なければならない。 

２ 加盟の承認を得た加盟団体は、第９条の規定に基づいて、加盟時にその年度の加盟

団体登録費を納付しなければならない。 

 

第１２条（脱退） 

１ 本協会からの脱退を希望する加盟団体は、その代表者より本協会に脱退理由を記載

した脱退申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 

２ 加盟団体が、第１４条第１項各号に該当したことにより、本協会の指導又は監督を

受けたにもかかわらず、一定期間内にその改善努力が認められないと理事会において

判断された場合、理事会及び社員総会の議決により脱退させることができる。 

 

第１３条（アンチ・ドーピング） 

１ 加盟団体は、日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）の定めるアンチ・ドーピン

グに関する規程類及び本協会が定めるドーピング規程を理解して遵守するとともに、

これに従い、加盟団体内でアンチ・ドーピングに関する啓発活動をしなければならな

い。特に、本協会のドーピング防止規程第４条（加盟団体等の義務）の規定を厳守し

なければならない。 

２ 加盟団体は、ＪＡＤＡ及び本協会が進めるアンチ・ドーピングに関する活動に協力

するとともに、その指示に従わなければならない。 

３ 加盟団体は、アンチ・ドーピング規則違反者を出した場合、再発防止に向けた対策

を書面により本協会に提出しなければならない。 

４ 加盟団体は、アンチ・ドーピング規則違反者が所属する大学、高校、ジム、クラブ

等の加盟団体の下部組織に対して、ＪＡＤＡ及び本協会の処分内容を超えない範囲で、

別途、加盟団体が主催する競技会への参加制限等の独自の処分を行うことができると

ともに、再発防止に向けた対策を書面による提出を求めることができる。 

 

第１４条（指導又は監督） 

１ 本協会は、加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その加盟団体に対し

て指導又は監督をすることができる。 

（１）本協会の定款又は規程類に違反したとき 

（２）社員総会又は理事会の決議に違反したとき 

（３）加盟団体としての組織機能が停止していると認められるとき 

（４）加盟団体の所属役員又は所属選手が倫理上ふさわしくない不適当な言動、
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刑事事件等の重大な不法行為を行った場合において、加盟団体が資格剥奪、

選手活動の停止等の適切な措置を講じなかったとき 

（５）加盟団体が、所属する役員、審判又は選手の権利等を侵害又は不当に制限

した場合において、当該役員、審判又は選手が所定の手続きにより本協会

に対して行った申し立てに基づいて常務会で協議の上、その申し立て内容

が理事会で適当と認められたとき 

（６）第９条第１項に規定する加盟団体登録費を期日までに納めないとき又は必

要な登録申込書等を提出しないとき 

（７）前条の規定に従わなかったとき。特に、アンチ・ドーピング規則違反者に

対して行った本協会の処分に関連して、本協会が行った当該違反者が所属

する加盟団体への指示内容に従わなかったとき 

（８）その他、本協会又は他の加盟団体の統制を乱したとき 

２ 指導又は監督の方法、内容等については、事案に応じて理事会で定める。 

３ 第１項第５号に規定する申し立ての手続については、別に定める。 

 

第１５条（協議事項） 

この規程に明記のない事項又は疑義のある事項については、理事会にて協議の上、

解決を図るものとする。 

 

第１６条（規程の改廃） 

この規程の改廃は、理事会で決議する。 

 

＜附則＞  

１ この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１

０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ この規程は、平成２６年６月７日に改訂し、同日から施行する。 

３ この規程は、平成２８年２月２６日に改訂し、同日から施行する。 

４ この規程は、平成３１年３月９日に改訂し、同日から施行する。 

５ この規程は、令和２年５月３０日に改訂し、同日から施行する。 

６ この規程は、令和７年１２月１２日に改訂し、令和８年４月１日から施行する。

 


